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司 法 福 祉 委 員 会 ニ ュ ー ス 
２０2４年３月発行 Vol.2 

一般社団法人宮城県社会福祉士会 司法福祉委員会 

◆ ◇ 「 更 生 保 護 施 設 東 華 会 見 学 会 」 の ご 報 告 ◇ ◆ 

 ２０２４年２月８日（木）、当委員会が主催し、「更生保護施設東華会見学会」を開催しまし

た。以下、ご報告いたします。 

（更生保護施設東華会では、入所している方を「在会者」と表現していたため、このレポート

においても同様に表現する。） 

先日、行われた東華会見学に参加し、以下、報告する。 

東華会の施設概要に関して、男子のみ受け入れ、定員 35名うち少年 4名、福祉専門職

は、社会福祉士１名、精神保健福祉士１名にて在会者の支援を行っている。 

東華会在会者の犯罪の内訳について、最も多いのは窃盗、ついで詐欺（無銭飲食等）で

あった。ここで考えたことは、犯罪白書に書かれている犯罪の内訳との相関を司法福祉の

視点から考察するのも興味深いのではないかと感じた。 

在会者の中には、何らかのハンディキャップが理由で罪を犯し、東華会にたどり着いた方

がおり、障害福祉サービスの就労支援を利用している方もいた。この点について、日頃の司

法福祉委員会活動の中で議論、検討している課題とも関連して考えるべきことがあるように

感じた。 

在会者は、東華会の在会期限である半年（必要性に応じて延長可能）の中で、自立する

ことを目標としているが、無職のまま期限を迎え退所になる方や入所してから最短で 30分

で行方不明になる方もいると聞いた。また、在会しながら働きに出る方は日中の活動場所

はあるが、就労先がない等で日中も東華会内に在所する方へは活動プログラムがないこと

が施設としての課題であると講師の方がおっしゃっていた。東華会に入会することの目的意

識や自立に向けた生活目標をご本人が腑に落として在会期間を日々送ることは、罪を犯し

た方が再び社会生活を構築するための通過点として、とても重要なことだと感じた。また、

司法福祉の分野は特に犯罪と隣り合わせの人生が、ご本人の課題または社会との関係の

持ち方を複雑にするのかもしれないとも感じた。 

司法福祉の分野は、「犯罪」や「司法」に対する先入観や固定概念などから、なかなか足

を踏み入れにくい分野と思われるが、目の前の人の人生に関わるという実践においては、

社会福祉の他の分野と変わりはないと、日頃の司法福祉委員会活動からも感じるところで

ある。私自身、社会福祉士としてまだまだ至らぬ点がある中で、今回の貴重な機会をいただ

き、自身がよく分からないと思う事象に対しては、見ること、聴くこと、知ることから始まるの

だと感じた。 

今回の見学に際し、お忙しい中ご対応くださった東華会職員の方々へ、この場をお借りし

てお礼を申し上げます。ありがとうございました。 



 2 / 2 

◆◇「令和５年度東北ブロック再犯防止シンポジウム」のご報告◇◆ 

2024年2月 16日(金)仙台国際センターにおいて開催されたシンポジウムにおきまし

て、宮城県地域生活定着支援センターの発言機会を受け、登壇し発言してまいりました。 

私たち社会福祉士は法務省が提唱する「再犯防止」関連業務に協力するための「法務

省出先専門機関」等の意識ではなく、支援を希望された方が「福祉サービス等を利用する

ことによって安心して(結果的に再犯せずとも)日常生活を送ることができるように終始留意

していること、結果多くの方が安心して暮らされていること」等を、主に法務関係の皆様に

誤認識がないように、基調講演で話された林真琴氏の内容を受け継ぐ形で話してまいりま

した。 

今回のシンポジウムでは「居住支援法人」の方も登壇されるなど、司法福祉の領域にさ

らに幅広い知識と協力先、平素からの関係性がとても大事であることも今回登壇しながら

強く感じました。 

ミクロレベルにとどまらず結果的にマクロレベルでの視点でもっともっと多くの関係の皆

様とお会いし話をさせて頂きながらまい進してまいりたい事を感じたことを感想として記し

まして、以上ご報告とさせて頂きます。 

 

◆◇司法福祉委員会へのご参加、活動等についてのご要望をお待ちしています◇◆ 

 

司法福祉委員会では、今回のような研修・見学会の開催に加えて、定期的に委員会活動

を行い、今後の司法福祉委員会としての活動・研修の検討や、委員が関与する事例の報

告・検討などを行っています。 

司法福祉委員会への活動に興味を持っていただける会員の皆様、刑事手続に関連する事

例のご相談等をされたい会員の皆様、是非、一度、委員会活動へのご参加・ご見学をお待

ちしています。 

また、司法福祉委員会では、今後も、司法福祉に関わる様々な研修や企画を検討していま

す。つきましては、研修や活動等についてのご要望をお待ちしています。 

どうぞお気軽にお寄せいただければと思います（下記問い合わせ先まで）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

【司法福祉委員会に関する問合せ先】 
 

一般社団法人宮城県社会福祉士会事務局  及川由佳 

住 所：〒981-0935 仙台市青葉区三条町１０－１９ＰＲＯＰ三条館内 

ＴＥＬ：０２２－２３３－０２９６  ＦＡＸ：０２２－３９３－６２９６ 

Ｅメール：mail@macsw.jp 


